
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●名立居宅介護支援事業所（ケアマネージャー） 
介護を必要とする方やご家族の相談に応じ、介

護保険制度に基づき、ケアプラン（介護サービ

ス計画）を作成します。 

 お気軽にご相談ください。 
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令和 8年 5月 25日発行 

発行：社会福祉法人 上越市社会福祉協議会名立支所  

上越市名立区名立大町 4234 番地（椿寿苑） 

TEL：537-2566  FAX：537-2508 

じょうえつし社協  

社協マスコット 

ぬくりんです！ 

新年度を迎え、改めて「上越市社会福祉協議会名立支所」のご案内 

 

 上越市社会福祉協議会では、「共に生き共につくる福祉社会を目指して」の基本理念のもと、住民

主体による地域福祉を推進・拡充していくため、下記の事業のほか、さまざまな事業に取り組んで

います。名立支所でも職員一人ひとりが誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを目

指し活動しています。みなさんのご理解とご協力、そして、ご参加をよろしくお願いします。 

●上越市社会福祉協議会 名立支所 
 様々な地域福祉事業を行っています. 

 ※詳細は裏面をご覧ください。 

●名立デイサービスセンター椿寿苑 
 介護保険制度に基づき、日帰りで食

事、入浴、機能訓練などを行います。 
（毎月発行する『椿寿苑だより』を 

ご覧ください。） 

●ヘルパーステーション上越 

名立サテライト 
 ご利用者宅を訪問し、食事、入

浴、排泄などの「身体介護」、調理、

掃除、洗濯などの「生活支援」を

行い、安心して在宅生活がおくれ

るよう、お手伝いします。 

 

●名立生活支援ハウス 
 概ね 65 歳以上の高齢者世帯で、 

自宅での生活が不安な方に、居住 

の場を提供します 
（上越市の指定管理者 

制度による受託） 

【一般浴槽】 

【
一
人
部
屋
】 

 

【特殊浴槽】 

～新任挨拶～ 支所長 高橋 正浩 

日頃より社会福祉協議会名立支所には温かいご支援とご協力をいただき、誠にあり

がとうございます。 

名立支所には令和４年に名立デイサービスセンター椿寿苑の管理者として赴任し、

この４月より兼務で名立支所長を務めることになりました。今まで培ってきたデイサ

ービスでの経験を活かしつつ、地域の皆さまの想いを大切にした地域福祉・高齢者福

祉の推進に努めてまいります。よろしくお願いいたします。 

【ある日の食事】 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RimVL1mTFXBTMAlReU3uV7/SIG=124imkc72/EXP=1462954869/**http:/www.yonezawa-shakyo.or.jp/ico/network.gif
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1547104157/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2cubGl2ZWRvb3IuanAvZnVtaXJhL2FyY2hpdmVzLzUyMTM5Njc0Lmh0bWw-/RS=%5eADB2Gt76jFxf0AS8IPDqdNt0QHEWks-;_ylt=A2RCKwocnjVcHXQAXRIdOfx7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 福祉活動を担う人づくり 

 

・地域にある公民館や集会所などを利用し、地域の

みなさんが自主的に「集いの場＝ふれあい・いきい

きサロン」を運営し、仲間づくりの輪を広げ、生き

がいづくりや社会参加を促進する活動の支援を行

います。名立区では 8 カ所で概ね月 1 回開催して

いますが、新たにサロン立上げのご希望の町内会等

は事務局にお問合せください。また、NPO 法人ま

ちづくり未来ネット・名立が主催する誰でも気軽に

集える「まちなかサロン」は名立地区公民館で毎月

第 3 金曜日に開催されています。（写真右） 

ふれあい・いきいきサロン事業 

 

・あらゆる世代を対象に、福祉への関心を高め、自

主的に福祉活動に取り組む人材の育成につなげて

いきます。認知症サポーター養成講座など、ご希望

の町内会や団体等は事務局にお問合せください。 

福祉教育推進事業 

 

・ボランティア活動支援や活動調整を行います。 

また、ボランティア同士の交流の場の提供や活動

につながる研修会を行うなど、福祉活動の担い手

の養成・育成を行います。 

ボランティアセンター事業 

■ 地域住民が参加・参画する活動の場づくり 

 

・地域での福祉ニーズ・課題等を把握し、その解

決に向けて住民主体の福祉活動を推進するとと

もに、社協事業・活動の充実を図ります。 

今年度も 10～11 月に開催を予定しています。

（住民福祉会との共催） 

地域福祉懇談会の開催 

令和 8年度の主な地域福祉事業 

■ 支え合い・助け合い意識の向上 

支え合いマップ見直し 

（上名立地区）（R7.11 月） 

 

名立中学校（1 年生）で実施した 

認知症サポーター養成講座（R８.3 月） 

サロンボランティア研修会（R7.６月） 

講話「介護サービスを受けるまでの 

流れについて」 

まちなかサロン（R8.1 月） 

「福笑い」で楽しみました！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～みんなで進めよう、福祉のまちづくり～

令和５年度に策定された「第２次名立区地域福祉計画・アクショ

ンプラン」（写真右：令和 6 年５月に全戸配付）の計画期間が今年

度で終了となることから、上越市社会福祉協議会名立支所では令和

8 年度中に第３次地域福祉活動計画を策定する予定です。 

策定の取り組みは令和８年度後半からとなりますが、アンケート

の実施や策定委員会での検討を経て、令和９年 2～3 月に第 3次地

域福祉活動計画を策定していきたいと考えています。 

区内の多くの団体や機関からも参画していただきたいと考えて

いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

第３次地域福祉活動計画策定計画！! 
 『一人ひとりが支え合い、 

誰もが安心して暮らせる福祉のまち・名立』 
 名立区の 

みんなの想い 

名立区では、名立区のみんなの想い「一人ひとりが支え合い、誰もが安心して暮らせる福祉のま

ち・名立」を目指して、下記の「福祉ネットワークのイメージ」のようにさまざまな機関が連携し

ています。ひとりで悩まず、どの機関でもよいので、まずは相談しましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本誌に関するお問い合わせは、下記までにご連絡ください。 

  上越市社会福祉協議会名立支所（椿寿苑） 

 TEL：025-537-2566 FAX：025-537-2508 E-mail：jsk-nadati＠jouetushisyakyo.jp 

上越市社会福祉協議会ホームページ:http://www.jouetushisyakyo.jp 

    ～上越市社会福祉協議会や福祉に関する情報を掲載しています。是非、ご覧ください～ 

 じょうえつし社協なだち支所だよりは、皆様からいただいた社協会費や共同募金配分金を

活用して発行しています。ありがとうございます。 

赤い羽根のふるさとサポート募金

４ 

   

上越市社会福祉協議会では、地域福祉の充実のためにさまざまな事業活動に取り組んでおり、皆さま

からの会費はその推進のための重要な役割を担っています。 

昨年も福祉委員や町内会長の皆さまからご協力いただき、下記のとおり多くのご支援をいただき、有

効に活用させていただきました。大変ありがとうございました。 

□普通会費  707 世帯       426,000 円 

□賛助会費    1人          3,000 円 

□団体会費    6団体(企業・施設)   35,000 円 

         合計      464,000 円 

 

令和 8年度も福祉委員や町内会長の皆さまに取りまとめをお願いさせていただいています。本会の

事業活動の趣旨にご賛同いただき、一世帯 600円のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

上越市社会福祉協議会会費のお礼とお願い 

なだち支所だよりへ 

～～あなたの安心、支えます～～ 

ボランティア活動中のボランティア自身のケガや他人にケガさせた場合、他人の物を壊して

しまった場合等に補償する保険制度です。 

 安心してボランティア活動を行うためにも、ぜひ、ご加入ください。 

■ 加入期間  

令和 8 年４月１日～令和 9 年３月３１日 

※年度途中の加入の場合は、加入手続きを完了した翌日からの補償となります。 

※加入に際し、当会ボランティアセンターへの加入が必要となります。 

■ 掛金（年間保険料） 

 

 

★ 地域福祉活動やボランティア活動行事対象のボランティア行事保険もあります。 

★ 加入申込及び保険の詳細 

  上越市社会福祉協議会名立支所（☎537-2566）へお問い合わせください。 

    

基本プラン      350 円  

 天災・地震補償プラン 500 円 

http://www.akaihane.or.jp/furusapo/

